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����� ������ ������ � （郡上市雇用対策協議会）～輝く未来に向かって～ ～輝く未来に向かって～ 

郡
上
の
地
域
資
源
を
生
か
し
、
地
域
の
課
題
を
解
決
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
し
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
！

Vol.33　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
拡
大

を
防
ぐ
た
め
、
急
速
に
「
テ
レ
ワ
ー
ク
」

が
推
進
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。
と
は
い
え
「
突
然
テ
レ
ワ
ー
ク
に

移
行
す
る
と
い
っ
て
も
何
か
ら
始
め
て

い
い
か
わ
か
ら
な
い
」「
日
常
生
活
で
も

行
動
範
囲
が
限
ら
れ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
少
な
さ
に
困
惑
す
る
」
人
も
多

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
回
は
、

自
宅
に
い
て
も
多
く
の
人
と
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
れ
る
テ
レ
ビ
会
議
を

活
用
す
る
方
法
を
紹
介
し
ま
す
。

　
テ
レ
ビ
会
議
は
、
電
話
と
違
っ
て
複

数
人
と
顔
を
見
な
が
ら
話
す
こ
と
が
で

き
ま
す
。

胸
仕
事
を
進
め
る
複
数
の
メ
ン
バ
ー

胸
遠
方
に
住
ん
で
い
る
家
族

胸
１
つ
の
場
所
に
集
ま
る
こ
と
が
難
し

い
子
ど
も
た
ち
　

　
な
ど
仕
事
以
外
で
も
気
軽
に
み
ん
な

で
話
し
合
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
用
意
す
る
も
の
は
、
通
信
が
可
能
な

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
パ
ソ
コ
ン
か
タ
ブ

レ
ッ
ト
端
末
で
す
。
パ
ソ
コ
ン
が
不
慣

れ
な
人
で
も
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
あ

れ
ば
十
分
で
す
。

　
テ
レ
ビ
会
議
を
開
く
ア
プ
リ
は
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
今
回
は
無
料
で
手

軽
に
使
え
る
z
o
o
m
を
例
に
進
め
て

み
ま
し
ょ
う
。

①
 全
員
が
ア
プ
リ
ス
ト
ア
か
ら
同
じ
ア

プ
リ
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル
（
無
料
）

②
 代
表
者
が
ア
プ
リ
の
ア
カ
ウ
ン
ト
を

取
得
（
無
料
）

③
 代
表
者
が
メ
ン
バ
ー
を
招
待
す
る

（
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
U
R
L
を
メ
ー

ル
や
L
I
N
E
、
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー

「
テ
レ
ワ
ー
ク
」

　
　
　
と
い
う
備
え
②

～
テ
レ
ビ
会
議
を
活
用
す
る
～

な
ど
を
使
っ
て
伝
え
る
）

④
 メ
ン
バ
ー
が
U
R
L
か
ら
ミ
ー
テ

ィ
ン
グ
に
参
加
す
る
　

　
他
に
も
方
法
や
機
能
は
い
ろ
い
ろ

あ
り
ま
す
が
、
ま
ず
は
身
近
な
人
と

気
軽
に
つ
な
が
っ
て
「
ミ
ー
テ
ィ
ン

グ
を
開
く
」「
招
待
さ
れ
た
ミ
ー
テ
ィ

ン
グ
に
参
加
す
る
」
こ
と
に
慣
れ
て

み
ま
し
ょ
う
。

　
す
で
に
社
内
の
会
議
以
外
に
も
、

作
業
現
場
と
離
れ
た
場
所
の
管
理

者
、
町
内
会
や
P
T
A
の
ミ
ー
テ
ィ

ン
グ
、
学
習
塾
で
も
使
わ
れ
て
い
る

ほ
か
、
読
書
会
や
オ
ン
ラ
イ
ン
飲
み

会
な
ど
も
開
か
れ
て
い
ま
す
。

　
人
と
人
が
つ
な
が
り
続
け
る
手
段

と
し
て
挑
戦
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

 
　
H
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 G
U
J
O
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問☎

  ハローワーク岐阜八幡　  65-3108問 ☎

怯新型コロナウィルス感染症に係る雇用調整助成金の特例について〈令和２年3月28日特例措置〉

 　雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的

に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する

ものです。

【特例の対象となる事業主】

　新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主を対象とします。

【特例措置の内容】※休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。

①　新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が６ヵ月未満の労働者についても　

　助成対象とします。

②　過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、

　　ア　前回の支給対象期間の満了日から１年を経過していなくても助成対象とし、

　　イ　過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能とし

ます（支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません）

③　令和２年１月２４日以降の事後提出が、令和２年６月３０日まで可能です。

④　生産指標の確認期間を３ヵ月から１ヵ月に短縮しています。

⑤　事業所設置後１年未満の事業主についても助成対象としています。

⑥　最近３ヵ月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。


